
９．救急・救助業務 
 
救急業務は、昭和３８年に法制化され、現在は高齢化の進展による人口構成の変化に伴い、

需要は今後さらに増大する可能性があるため、消防行政の中でも重要なものとなっている。 
また、救助業務については、昭和６１年の消防法改正により救助隊が法的に位置付けられ、

その業務範囲は火災、交通事故、自然災害や特殊な災害などにまで及んでいる。 
 
１．救急業務実施体制 

平成３１年４月１日現在、県内消防本部の救急隊数は２２０隊、救急車保有台数は２６４台

（うち非常用４４台）、救急隊員は３，３４４人（うち専任隊員は１，３２２人、兼任隊員は   

２，０２２人）である。 
また、県内消防本部の救急救命士数は１，２２６人で、全ての消防本部で救急救命士による

救急業務が実施されている。（第１表参照） 
 
２．救急業務実施状況 

平成３０年中の県内救急出場総件数は３３１，０４２件で、前年に比べ１３，４６４件 
増加した。これを事故種別でみると、急病２１１，２６６件（６３．８％）、  
一般負傷４７，３６５件（１４．３％）、交通事故２３，７６０件（７．２％）の順となる。 

  また、救急搬送人員は２９３，８０９人で、前年に比べ９，９８４人増加した。 
これは、県内において約１分３５秒に１回の割合で救急車が出場し、県民を６３０万人とし

た場合、約２１人に１人が救急車で搬送されたことになる。（第２表参照） 
 
３．救助業務実施体制 
  平成３１年４月１日現在、県内市町村の救助隊総数は５７隊（うち救助隊１０隊、     

特別救助隊３４隊、高度救助隊１２隊、特別高度救助隊１隊）であり、救助工作車保有台数

は５５台である。 
また、救助隊総隊員数は９３０人（うち救助隊員１３５人、特別救助隊員５８６人、高

度救助隊員１９３人、特別高度救助隊員１６人）である。（第６表、第６－２表参照） 
 
４．救助業務実施状況 

平成３０年中の県内救助活動総件数は２，８７１件で、前年に比べ３１９件増加した。 
これを事故種別でみると、建物等による事故１，２８６件（４４．８％）、交通事故４９１件   

（１７．１％）、火災２７５件（９．６％）の順となる。 
  また、救助人員は２，２３１人で、前年に比べ１３８人増加した。（第７表参照） 


